
上越市大規模開発行為審議会委員 募集要領 

 

募 集 対 象 市内に居住している１８歳以上の人 

募 集 定 員 ２人以内 

活 動 内 容 大規模開発行為が市の土地利用や環境に与える影響等について審議します。 

任 期 
令和８年４月１日～令和１０年３月３１日（２年間） 

（会議は平日の日中、年１回程度開催予定です。） 

報 酬 １回につき５，０００円（交通費別途） 

応 募 方 法 
応募用紙に必要事項（応募動機４００字程度の記入を含む）を記入し、郵送、

FAX、電子メールまたは持参で総合政策課まで提出してください。 

募 集 期 間 １月２５日（日）～２月２４日（火）【必着】 

選 考 方 法 
提出いただいた応募用紙をもとに選考します。 

なお、選考結果は、３月中旬頃に応募者全員に文書により通知します。 

提 出 

問い合わせ先 

上越市 総合政策部 総合政策課 企画調整係 

〒９４３－８６０１  

上越市木田１丁目１番３号 

TEL：０２５－５２０－５６２５ 

FAX：０２５－５２６－８３６３ 

E-mail：sou-seisaku@city.joetsu.lg.jp 

市の土地利用に沿った開発を促進し、均衡ある発展や良好な環境の保全に寄与すること

を目的に、「上越市大規模開発行為の適正化に関する条例」に基づき、大規模開発行為の

審査に関する意見を聴くため、｢上越市大規模開発行為審議会｣を設置しています。 

このたび、上越市大規模開発行為審議会の市民委員を募集します。ぜひご応募ください。 

市では、審議会等の委員について、より多くの市民の皆さんに参画していただくため、

１人に対して５つまでとさせていただいています。応募の際はご注意ください。 

 


